
 

婦人科形成研究会会則 
 

第１章 総則 

 

第１条： 

本会は婦人科形成研究会（Japan Society of Cosmetic Female Genital Surgery）と称する。 
 

 

第２条： 

本会は事務局を婦人科形成研究会事務局（〒104-0061 東京都中央区銀座 3-3-13 阪急阪神銀座ビ

ル 7 階）に置く。 

 
第２章 目的および事業 

 

第３条： 

本会は，婦人科形成に関わるあらゆる疾患・治療に関する研究， 教育およびその普及，発展に

努め，広く会員相互の知識の交流を深めることを目的とする。 

 

第４条： 

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)学術集会（狭義の研究会）や講演会の開催    

(2)疾患・治療に関する学術的交流                

(3)その他本会の目的達成に必要な事業 

 
第３章 会員 

 

第５条： 

本会の会員は次のとおりとする。

(1)正会員 

本会の目的（第３条）に賛同し，第６条の所定の手続きを完了した医師または研究者

(2)名誉会員 

本会に5年以上所属し、特別功労のあったもので，理事会が推薦する 65 歳以上の者 

(3)賛助会員 

本会の目的に賛同し，事業を援助する団体または個人 



 

 

第６条： 

本会に入会を希望する者は所定の用紙に必要事項を記入し，本会の事務局に申し込み，理事会

の承認を受けなければならない。 

 

第７条： 

本会会員は毎年年会費を年度内に納入しなければならない。ただし，名誉会員は会費を納める

ことを要しない。既納の会費はいかなる理由があっても，これを返還しない。 

 

第８条： 

学術集会における発表（演者および共同演者）は，会員ならびに会長が認めた者に限る。 

 

 

第９条： 

会員は，次の理由によってその資格を喪失する。

(1)退会 

(2)死亡または失踪宣告

(3)除名          

(4)３年以上の会費滞納

(5)研究会の解散 

 

第１０条： 

会員で退会しようとする者は，理由を付して退会届を代表理事に提出しなければならない。 
 

 

第１１条： 

会員が次の各号の一に該当するときは，理事会の決定を経て代表理事が除名することができる。

(1)本会の会員としての義務に違反したとき，または本会の事業を妨害したとき           

(2)本会の名誉を傷つける，または本会の目的に反する行為があったとき 

 

第１２条： 

会員は学術集会など本会が主催する行事に参加する権利を有する。 
 

 

第４章 役員 



 

第１３条： 

本会は次の役員を置く。

(1)理事 

(2)監事 
 

 

第１４条：                           

１．理事および監事は理事会で選任す

る。 

２．理事および監事の定年は満 65 歳とし，任期中に定年に達した場合の任期は，その年度の定例

理事会および会員報告の終結の時までとする。 

３．代表理事は理事会の互選で選任する。         

４．理事および監事の任期は 3 年とし再任を妨げない。 

 
第１５条： 

１．代表理事は本会を代表して会務を統括する。代表理事に事故がある時，または代表理事が

欠けた時は，他の理事が職務を代行する。 

 

２．代表理事は理事会にて次の報告を行う。

(1)事業報告ならびに事業計画。        

(2)収支決算ならびに予算。            

(3)その他必要と認めた事項。 

 

３．監事は会計を監査する。 
 

 

第５章 理事会 

 

第１６条： 

定例理事会は，毎年１回，年次学術集会会期中に代表理事が召集する。臨時理事会は代表理事

が必要と認めたとき，召集することができる。 

 

第１７条： 

理事会の議長は代表理事が務める。

第１８条： 



 

１．理事会の召集は，少なくとも１４日以前にその会議に付議すべき事項，日時，場所を記載

した書面または電子書面をもって通知する。 

２．理事会は電子的な会議での議決も有効とする。 

 

第１９条： 

次の事項は，理事会で議決し，会員に報告する。

(1)役員の選出 

(2)事業報告および収支決算           

(3)事業計画および収支予算           

(4)本会則ならびに細則，付則の改正，変更

(5)解散                             

(6)その他理事会において必要と認めた事項 

 

第２０条： 

理事会は，理事の 3 分の 2 以上の出席がなければその議事を開き議決をすることができない。但

し，当該議事につき書面をもって予め意志を表示した者は出席者と見なす。 

 

第２１条： 

理事会の議事は，出席者の過半数をもって決し，可否同数の時は議長の決することとする。監

事は理事会に出席し発言することができるが議決権を有しない。 

 

第２２条： 

理事会では議事録を作成し，議長が署名した上で，これを保存しなければならない。 
 

 

第６章 会計 

 

第２３条： 

１．本会の事業遂行に要する費用は，会費，寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。 

２．本会の事業年度は毎年１月１日より，同年１２月３１日までとする。 

 

第２４条： 

監事は監査結果を定例理事会で報告しなければならない。 



 

第７章補則 

 

第２５条： 

本学会の事務局に次の帳簿および書類を備えなければならない。

１．会則 

２．会員名簿

３．役員名簿 

４．収入および支出に関する帳簿および証拠書類

５．理事会議事録                        

 ６．その他必要な書類および帳簿 

 

第２６条： 

本会則を施行するために理事会の議を経て細則を定める。

細則 

１．年会費は，当分の間正会員5000円、賛助会員1万円（一口以上）、特別賛助会員 

（医療企業）100,000円とする。  

２．入会金は、当分の間正会員5000円、賛助会員1万円（一口以上）、特別賛助会員 

（医療企業）100,000円とする。  

３．代表理事は職務を遂行するために，必要に応じ事務局業務を委託することが出来る。 

 

附則 

本会則は婦人科形成研究会会則として 2021(令和 3)年 11 月 1 日に制定，施行する。 

本会則は婦人科形成研究会会則として 2024(令和 6)年 6 月 7 日に改変、施行する。 

 


